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Atsumi & Sakaiはじめに
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IoT、ビッグデータ、人工知能（AI）―  高度なアナリティクスやコミュニケーションをはじめとするテクノロジーの
急速な進展とその活用範囲の拡張により、イノベーション創出が加速・活発化しています。

リーガル方面においても、このような時代の変化に応じて多くの法改正が行われており、
海外の法制度整備の動向やクロスボーダーに展開するビジネスの状況も、以前にもまして考慮されるようになっています。

法規制は、イノベーション創出に向けたソリューションの支柱となり得る一方で、
意図しない帰結をもたらす可能性も少なからずあるため、
時代を先読みしながら、適切な法解釈を行っていくことが求められます。

当事務所のイノベーション・プラクティス・グループ（���� 年 �� 月設立）では、
こうした変化にいち早く対応し、慎重かつ大胆な決断を迫られるイノベーション分野において、
クライアントの皆様のビジョン実現への一指針となることを目指してまいります。

渥美坂井法律事務所・外国法共同事業　イノベーション・プラクティス



Atsumi & Sakaiイノベーション・プラクティスグループについて

構成

特徴

■　フィンテック チーム

■　IoT/AI チーム

主なクライアント：金融機関、スタートアップ、IT ベンダー他
支援内容：銀行取引、決済、与信、投資 / 資産管理、保険、AML / CFT 等におけるテクノロジーの応用に関するアドバイス等

主なクライアント：製造業、スタートアップ、IT ベンダー他
支援内容：特に契約、規制法、データプロテクション / プライバシー / サイバーセキュリティ、知的財産等に関するアドバイス等

■　テクノロジー x ビジネス（産業） x リーガルの � 領域に跨るリーガルソリューションのご提案
■　イノベーション・エコシステム支援
　                ― 大手企業・ベンチャーキャピタル企業へのスタートアップのご紹介や産官学連携
■　当局との一体的取組み
■　グローバルなフィールドにおいて経験豊富な弁護士を結集
■　スタートアップ支援
　                ― 高品質 x コストエフェクティブ
　                      個々の事案における特定のニーズに合わせ、代替料金のご相談にも柔軟に応じます。



Atsumi & Sakai� 領域に跨るリーガルソリューション

テクノロジー領域
・人工知能（AI）
・IoT / ビッグデータ
・ブロックチェーン / DLT
・API
・自動運転
・ドローン

ビジネス領域
・ 金融機関
・保険
・ヘルスケア / ライフサイエンス
・不動産
・ フード / 農林水産
・ 電子ゲーム
・ インターネット
・ MaaS 
・ モバイル
・ シェアリングエコノミー

リーガル領域
・個人情報保護
・ 知的財産
・ コーポレート
・スタートアップ / ベンチャーキャピタル
・M&A
・キャピタルマーケット
・ 紛争解決
・労働法
・ 競争法

豊富な実績、独自に構築したネットワーク、
時代を先読みする高いリテラシー

をベースとして、個々の事案にマッチした
　　　　　　リーガルソリューションをご提案



Atsumi & Sakaiイノベーション・エコシステムの支援 - �

当事務所のイノベーション・プラクティス・グループの弁護士は、次の政府機関、企業・学術団体を支援しています。
これらの活動は、様々な産業におけるイノベーション事業の効率的なエコシステムを構築することを目的としています。

総務省

経済産業省

厚生労働省

文部科学省

国土交通省

・「IoT/BD/AI 情報通信プラットフォーム」社会実装推進事業アドバイザリー委員会委員（���� 年 �� 月～）
・総務省、経済産業省「情報信託機能の認定スキームの在り方に関する検討会」委員（���� 年 � 月～）
・「AI ネットワーク社会推進会議」AI ガバナンス検討会委員（���� 年 �� 月～）
・総務省、経済産業省「情報信託機能の認定スキームの在り方に関する検討会 健康・医療ワーキンググループ」委員（���� 年 �� 月）
・総務省、経済産業省「情報信託機能の認定スキームの在り方に関する検討会 金融データワーキンググループ」委員（���� 年 � 月～）
・「高精細映像技術を活用した遠隔在宅医療に関する協議会」委員（���� 年 �� 月～ ���� 年 � 月）
・「AI ネットワーク社会推進会議」影響評価分科会委員（���� 年 �� 月～ ���� 年 � 月）

・オンラインサービスにおける身元確認に関する研究会」委員（���� 年 � 月～ ���� 年 � 月）
・「Society�.� における新たなガバナンスモデル検討会」委員（���� 年 � 月～）
・「RegTech/SupTech 検討会」アドバイザリーボード委員（���� 年 � 月～）
・経済産業省、公正取引員会、総務省「デジタル・プラットフォーマーを巡る取引環境整備に関する検討会 データの移転・開放等の在り方に関するワーキング・グループ」
    委員（���� 年 � 月～ ���� 年 � 月）

・「RegTech/SupTech 検討会」委員（���� 年 � 月～ ���� 年 � 月）
・大臣官房臨時専門アドバイザー（非常勤）（���� 年 � 月～）
・「ブロックチェーン法制度検討会」、「医療・介護・ヘルスケア分野」、「物流・サプライチェーン・モビリティ分野」、「横断テーマ」委員（���� 年 �� 月～ ���� 年 � 月）
・「AI・データ契約ガイドライン検討会作業部会」構成員（���� 年～）

・「オンライン診療の適切な実施に関する指針の見直しに関する検討会」委員（���� 年 � 月～）
・「情報通信機器を用いた診療に関するガイドライン作成検討委員会」委員（���� 年 � 月～ ���� 年 � 月）

・「Society�.� 実現化研究拠点支援事業推進委員会」委員（���� 年 � 月～）

・「公共交通機関のリアルタイム混雑情報提供システムの導入・普及に向けたあり方検討会」委員（���� 年 � 月～）
・「MaaS 関連データ検討会」委員（���� 年 � 月～）



Atsumi & Sakaiイノベーション・エコシステムの支援 - ２

当事務所のイノベーション・プラクティス・グループの弁護士は、次の政府機関、企業・学術団体を支援しています。
これらの活動は、様々な産業におけるイノベーション事業の効率的なエコシステムを構築することを目的としています。

・国立長寿医療研究センター 官民研究開発投資拡大プログラム（PRISM）「健康・医療・介護分野の分野横断的なデータ収集・利活用・解析基盤の構築による介護予防に資する
　AI 等開発についての研究」アドバイザリーグループ委員（���� 年 �� 月～）

・ISO/TC��� 国内審議委員会委員（���� 年 � 月～）
・ISO/TC�� 国内委員会委員（一般社団法人 Fintech 協会分科会事務局長として）（���� 年 � 月～）
・J-INTEREST (Japanese Initiative for Diagnosis and Treatment Evaluation Research in Telepsychiatry) 遠隔精神科医療ガイドライン策定会議運営・法律 WG 代表者
　（���� 年 � 月～ ���� 年 �� 月）

・産業競争力懇談会 (COCN)「人工知能間の交渉・協調・連携による社会の超スマート化～それぞれの目的の円滑な達成と互恵関係の形成～」プロジェクトメンバー（����）
・「JIPDEC 個人情報保護指針」（一般財団法人日本情報経済社会推進協会 個人情報保護指針改定に伴うマルチステークホルダープロセス委員として）（����）

国土交通省

内閣府

その他

NEDO( 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 ) 

・「海外金融系企業の誘致促進等に関する検討会」メンバー
・東京都アクセラレータプログラム「フィンテックビジネスキャンプ東京」及び「テックビジネスキャンプ東京」サポーター

・規制改革推進会議 成長戦略ワーキング・グループ 専門委員（���� 年 �� 月～）
・規制改革推進会議 投資等ワーキング・グループ 専門委員（���� 年 �� 月～）
・「アーキテクチャ構築及び実証研究／生体認証（顔特徴量）データの事業者間連携に関するアーキテクチャ実証研究」における「制度・ルール検討ワーキング」検討会委員
　（���� 年 �� 月～）

・戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）第 � 期 ビッグデータ・AI を活用したサイバー空間基盤技術 
・学習支援技術分科会委員（���� 年 � 月～）
・内閣府参与（地方創生推進事務局・国家戦略特区担当）（���� 年 �� 月～）
・革新的事業活動評価委員会委員（���� 年 � 月～）

・「戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）第 � 期 個人起点での医療データ利活用の促進に向けた「医療版」情報銀行アーキテクチャの実証研究」アドバイザリーボード 
　メンバー（���� 年 � 月～）

・技術委員（���� 年 � 月～）
・「IoT を活用した新産業モデル創出基盤整備事業／データの活用等による火力発電所の事業運営の効率化に関する調査」ワーキンググループ委員会 委員（���� 年～）



当事務所のイノベーション・プラクティス・グループの弁護士は、次の政府機関、企業・学術団体を支援しています。
これらの活動は、様々な産業におけるイノベーション事業の効率的なエコシステムを構築することを目的としています。

Atsumi & Sakaiイノベーション・エコシステムの支援 - ３

・一般社団法人 Fintech 協会理事
・一般社団法人日本ブロックチェーン協会リーガルアドバイザー
・一般社団法人金融革新同友会「FINOVATORS」FINO-MENTORS
・一般社団法人日本医療ベンチャー協会理事
・一般社団法人データ流通推進協議会発起人・監事
・一般社団法人人工知能ビジネス創出協会理事
・MUFG Digital Accelerator Program アドバイザー
・Incubation & Innovation Initiative (III) アドバイザー
・慶應義塾大学 Fine コンソーシアム　AI と法分科会リーダー
・一般社団法人東京国際金融機構監事
・一般社団法人 CiP 協議会　City&Tech 委員会
・日本ディープラーニング協会　公共政策委員会
・一般社団法人 JCoMaaS 理事
・公益財団法人金融情報システムセンター 安全対策専門委員会 安全対策基準改訂に関する検討部会委員
・一般社団法人不動産テック協会理事
・日本弁護士連合会弁護士業務改革委員会（IT 問題検討 PT）幹事

企業団体・学術団体



Atsumi & Sakai当局との取り組み

イノベーション事業は、政府当局との取組みが必要となることが多くあります。
当事務所では、行政当局との会合において、国内外のクライアントを支援し、法令の適用に関する相談だけでなく、
日本で新たに導入された「規制のサンドボックス制度」の利用を含め、法令の解釈の明確化、法令改正への取り組みに関する助言も行っています。

東京都が提供する「金融ワンストップ支援サービス」の活用や、金融庁の「金融業の拠点開設サポートデスク」への訪問もご案内をしております。
その他、監督当局や地方自治体の Regtech/Suptech の導入、手続の電子化についてサポートするほか、新たな技術に対応した制度の構築や、
政策形成に関する行政当局や自治体の会議体に委員、発表者などとして議論を進める役割を担っております。
また、前述の行政の支援サービスの他、自治体のサポート事業者の採択に関わる取り組みなども審査員等として参加しております。

Atsumi & Sakai

内閣府

金融庁

経済産業省

総務省

厚生労働省

国土交通省

公正取引委員会

文部科学省他各省庁

東京都その他地方自治体

クライアントの皆様

・法令適用
・法令解釈の明確化
・法令改正への取組み

規制のサンドボックス制度利用など

Regtech/Suptech 導入

「金融ワンストップ支援サービス」活用

「金融業の拠点開設サポートデスク」訪問

手続の電子化

新たな技術に対応した制度の構築

政策形成に関する会議体委員・発表者

サポート（アドバイス）



Atsumi & Sakaiメンバー紹介 �/�

鈴木　由里

早川　真崇

パートナー
弁護士 / NY州弁護士
イノベーション・
プラクティスグループ
リーダー

野崎　竜一
パートナー
弁護士

三部　裕幸
パートナー
弁護士 / NY州弁護士

パートナー
弁護士

取扱業務：
データ保護・セキュリティ/ 金融取引法務/ 金融規制法 /
海外直接投資 / 投資ファンド/ ストラクチャード・ファイナンス       /
M&A

受賞（一部）：
・IFLR ���� Financial and Corporate ����
     Leading Lawyers (Highly regarded)  
     (Banking; Capital markets: Structured finance and 
      securitisation)
・The Best Lawyers in Japan ���� (Capital Markets Law)

所属学会・団体（一部）：
・人工知能学会
・一般社団法人 人工知能ビジネス創出協会 理事

取扱分野：
データ保護・セキュリティ/ 人工知能（AI）・IoTを
活用した事業 / 各種規制法対応 / リスクマネジメント/
知的財産権（知財戦略・知財紛争）等

受賞（一部）：
・The Legal ��� Asia Pacific ����
     Leading Individuals
    (Risk Management and Investigations) 
・The Best Lawyers in Japan ���� (Criminal Defense)

所属団体（一部）：
・総務省「AIネットワーク社会推進会議」AIガバナンス

検討会等委員
・文部科学省「Society�.�実現化研究拠点支援事業推進

委員会」委員
・内閣府戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）

第�期 ビッグデータ・AIを活用したサイバー空間基盤
技術 学習支援技術分科会委員

取扱分野：
イノベーション（AI・IoT・Fintechなど）/ 個人情報・
プライバシー保護 / M&A / 金融・証券法務 / エネルギー/
労働法 / 紛争処理 / 危機管理 / コーポレートガバナンス

受賞（一部）：
・The Best Lawyers in Japan ����(International 
    Business Transactions)

所属団体（一部）：
・一般社団法人東京国際金融機構 監事
・公益財団法人 生命保険文化センター 理事
・国民年金基金連合会 個人型年金規約策定委員会 委員

取扱分野：
Fintech / 金融取引 / 金融コンプライアンス / M&A / 
国際取引 / キャピタル・マーケッツ/ 証券化・流動化 / 
ストラクチャードファイナンス / ベトナムプラクティス

受賞（一部）：
・The Legal ��� Asia Pacific ���� 
     Leading Individuals (Fintech; Banking and Finance) 
・Chambers FinTech ���� Japan-Legal 
     Leading Individuals
・IFLR ���� Financial and Corporate ����
     Leading Lawyers (Highly regarded)  (Banking)

第二東京弁護士会所属

第一東京弁護士会所属 第二東京弁護士会所属

第一東京弁護士会所属



Atsumi & Sakaiメンバー紹介 �/�

落合　孝文

谷崎　研一

パートナー
弁護士

臼井　康博
パートナー
弁護士

金久　直樹
パートナー
弁護士 / NY州弁護士
ロンドンオフィス代表

パートナー
弁護士 / NY州弁護士

所属団体：
・弁護士知財ネット（農水法務支援チーム）
・一般社団法人日本知財学会

取扱分野：
一般企業法務 / ベンチャーファイナンス / 国内・海外投資

（ジョイント・ベンチャー/ LP契約）/ 知的財産法務/ 
食品・農林水産関係法務（農業・林業・水産業）/ データ

（個人情報及び非個人情報）保護 / 金融法務 / クロス
ボーダー取引 / 労働法 /不動産取引 / 証券訴訟（粉飾
決算等）

受賞（一部）：
・The Best Lawyers in Japan ���� (Investment and 
     Investment Funds

取扱分野：
Fintech / 金融取引法務 / 金融規制法 / M&A / キャピタル・
マーケッツ/ プロジェクトファイナンス/ 海外直接
投資/投資ファンド

受賞（一部）：
・The Best Lawyers in Japan ���� (Structured Finance 
      Law)

取扱分野：
金融規制法・金融取引法（海外・国内）/ Fintech関連
ビジネス / プロジェクトファイナンス（海外・国内）

受賞（一部）：
・The Best Lawyers in Japan ���� (Corporate Governance
      and Compliance Practice)

所属団体（一部）：
・内閣府革新的事業活動評価委員会 委員
・内閣府規制改革推進会議 成長戦略ワーキング・
    グループ及び投資等ワーキング・グループ 専門委員
・内閣府参与（地方創生推進事務局・国家戦略特区担当）

取扱分野：
金融規制法 / Fintech / ヘルスケア/ IT・知的財産権 / 
個人情報保護 / IoT・AI / 不動産 / モビリティ訴訟・仲裁・
ADR / 国際紛争解決 / 中国法務全般 / アジアプラクティス/ 
海外進出支援 / 危機対応 / 企業再編 / 地域活性化

受賞（一部）：
・The Legal ��� Asia Pacific ����
     Leading Individuals (Fintech; Banking and Finance) 
・Chambers FinTech ���� Japan-Legal
    Leading Individuals
・Who's Who Legal Japan 2020 (Data)第二東京弁護士会所属

第二東京弁護士会所属 第一東京弁護士会所属

東京弁護士会所属



Atsumi & Sakaiメンバー紹介 �/�

松下　外
オブ・カウンセル
弁護士 / NY州弁護士

所属団体：
・経済産業省「AI・データ契約ガイドライン検討会
　作業部会」構成員
・NEDO (国立研究開発法人新エネルギー・産業技術
     総合開発機構)「IoTを活用した新産業モデル創出
     基盤整備事業／データの活用等による火力発電所
     の事業運営の効率化に関する調査」ワーキング グル
     ープ委員会 委員
・理化学研究所AIPセンター客員研究員
・シンガポール国際仲裁センター "SIAC Users Council" 
     Member

取扱分野：
 個人情報保護 / IoT・AI / 知的財産権 / IT / ライフサイ
エンス / 訴訟・仲裁・ADR / 国際紛争解決 / 渉外取引
法務 /アジアプラクティス / 一般企業法務 

第一東京弁護士会所属



 

Atsumi & Sakai

渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 

所在地 ：
　〒100-0011 東京都千代田区内幸町2-2-2
   富国生命ビル（総合受付16階）    Tel: 03-5501-2111 (代表）　Fax: 03-5501-2211　代表窓口：弁護士 鈴木 由里 (パートナー/第二東京弁護士会）

E-mail: innovpgmanagers@aplaw.jp 　　　　　

アクセス：
（Fukoku Seimei Bldg.）

Tokyo High 
Court

Bar Association 
Hall

Hibiya Public Hall

Kasumigaseki Sta.
Marunouchi Line

Kasumigaseki Sta.
Chiyoda Line and Hibiya Line

Ministry of Justice

Toranomon Sta.
Ginza Line

Uchisaiwaicho Sta.
Toei Mita Line

Shimbashi Sta.
Ginza Line

Yurakucho Sta.
JR Line

Shimbashi Sta.
JR Line

Mitsui Sumitomo Bank

Hibiya Park

Imperial Hotel

Mizuho BankMinistry of 
Agriculture, Forestry, 
and Fisheries

JR
　(山手線･京浜東北線) 新橋駅 日比谷口 徒歩6分
地下鉄
 　(都営三田線) 内幸町駅 A6出口直結
 　(千代田線) 霞ヶ関駅 C4出口 徒歩3分
 　(日比谷線) 霞ヶ関駅 C4出口 徒歩3分
 　(丸ノ内線) 霞ヶ関駅 B2出口 徒歩5分

お問合わせ先



[ 当事務所に関するリーガル・ノーティス ] 

�. 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業について
渥美坂井法律事務所・外国法共同事業（当事務所）は、➀渥美坂井法律事務所弁護士法人（第二東京弁護士会所属、代表社員弁護士渥美博夫、
東京に主たる事務所と従たる事務所（麹町オフィス）を有します。）（以下「当弁護士法人」といいます。）と当事務所に所属する多くの外国
法事務弁護士とが、外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法（以下「外弁法」といいます。）に定める外国法共同事業を行い

（但し、当該外国法共同事業に係る事務所は、当弁護士法人の主たる事務所）、➁当弁護士法人と、日本の民法上の組合である渥美坂井法律
事務所・外国法共同事業（代表弁護士坂井豊）（以下「組合組織」といいます。）の各弁護士とが、共同事業を行い、法律事務所を共にする
ものです。さらに当弁護士法人と、組合組織の各弁護士は、ヤンセン外国法事務弁護士事務所のマークース・ヤンセン外国法事務弁護士

（ドイツ連邦共和国法）と外弁法に定める外国法共同事業を行います。 当事務所とその外国法共同事業は、日本の弁護士（イングランド及び
ウェールズ事務弁護士である者を含みます。）に加え、ニューヨーク州、カリフォルニア州、中華人民共和国、台湾（中華民国）、インド、
オーストラリア　クインズランド州の法を原資格国法とする外国法事務弁護士を擁しています。州法を原資格国法とする外国法事務弁護士は
その国の連邦法についても助言を提供することができます。当事務所では、弁護士と、それぞれの登録に係る原資格国法に関する法律事務
を行うことを職務とする外国法事務弁護士とが協働して業務を行っています。

当弁護士法人はまた、ロンドンオフィスとして英国子会社たる Atsumi & Sakai Europe Limited（Director: 金久直樹日本国弁護士）を有す
るとともに、ニューヨークオフィスとして Atsumi & Sakai New York LLP（代表パートナー：バニー・L・ディクソン外国法事務弁護士（ニュ
ーヨーク州法））を有し、これらのオフィスを通じても助言を提供しています。またフランクフルトオフィスたるドイツ法上の弁護士・税理士
法人たる Atsumi Sakai Janssen Rechtsanwalts- und Steuerberatungsgesellschaft mbH（現地代表：フランク・ベッカー ドイツ連邦共和国
弁護士）とも提携関係を有しています。

�. 法律問題に関する助言等について
当事務所による別段の明示がない限り、法律問題に関する当事務所のいかなる助言その他意見の表明も、(i) 日本法、又は当事務所の外国法
事務弁護士の登録に係る原資格法以外の外国法に関するものは当事務所の特定された弁護士の、(ii) かかる原資格国法に関するものは当該法
をその登録に係る原資格国法とする当事務所の特定された外国法事務弁護士の、判断においてされるものです。

.

ATSUMI & SAKAI
TOKYO | NEW YORK | LONDON | FRANKFURT

www.aplaw.jp




